
産前産後の国民年金保険料免除（国民年金第 1 号被保険者）
　次世代育成支援のため、国民年金第 1 号被保険者※が出産

した場合、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除されます。
※ 国民年金第 1 号被保険者とは、国内に住む 20 歳以上 60 歳未満の自

営業者、農業・漁業者、学生、無職の人とその配偶者（厚生年金被保険者、

共済組合などの加入者、第 3 号被保険者を除く）

対象　 国民年金第 1 号被保険者で平成 31 年 2 月 1 日以降に

出産した人（任意加入被保険者は除く）

期間　生まれた子どもが

　　　1 人の場合　出産（予定月）の前月から 4 カ月間

　　　複数の場合　出産（予定月）の 3 カ月前から 6 カ月間

内容　・ 免除期間も保険料を納付したものとして、老齢基礎

年金の受給額に反映

　　　・産前産後期間でも付加保険料が納付可（月額 400 円）

　　　・免除期間の保険料を前納している場合、全額返金

届け出について

届け出できる期間
　出産予定日の 6 カ月前から

　※速やかに届け出てください。

必要なもの
　・ 来庁者の本人確認書類

　　（免許証・マイナンバーカードなど）

　・出産予定日が確認できる書類

　　（母子健康手帳など）

問 健康保険課 保険年金係　 ☎ 286 - 3113

　 熊本東年金事務所　　　  ☎ 367 - 8144

令和 6 年度　会計年度任用職員登録募集（保育士）
　町は、4 月から保育所で働く会計年度任用職員※を募集して

おり、任用を希望する人の登録を受け付けています。

※  1 会計年度（4 月 1 日から翌 3 月 31 日まで）内の任期で任用

される非常勤の地方公務員

登録方法　  「会計年度任用職員登録申込書」に必要事項を記入

し、顔写真を貼り付けて総務課人事係へ提出してく

ださい（郵送可）。申込書は、町ホー

ムページと総務課人事係で入手でき

ます。

受付期間　3 月 1 日（金）～ 18 日（月）

　　　　　※土・日曜日を除く。郵送は消印有効。

　登録者の中から書類選考を行った後、

各保育所から面接の案内を行います。

この面接選考を経て任用を決定します。

　期間外も随時登録を受け付けますが、

4 月からの任用選考は期間内に提出した

人を優先します。

　期末・勤勉手当／通勤手当／社会保

険等／有給休暇が規則・勤務条件に基

づき付与されます。

問 総務課 人事係　☎ 286 - 3111

募集職種 業務内容 必要な資格 主な勤務形態 募集人数 報酬（時給）

保育士 町立保育所で保育業務 保育士
　月曜日～土曜日
　7:30 ～ 17:45 のうち
　7 時間 45 分以内で月 17 日以内

5 人
程度

1,082 円

第二幼稚園閉園に伴う園舎開放
　利用児童減少に伴い、令和６年３月末をもって第二幼稚

園（惣領 1471）を閉園し、４月から益城幼稚園（木山 589）

と統合します。右の通り園舎の開放を行いますので、皆さ

んのご来園をお待ちしています。
3 月 22 日（金）午後 1 時～ 5 時

開放日時

問 こども未来課 保育係　☎ 286 - 3117
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